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１．調査の目的

第1章 調査の概要

Â本調査は、地方公共団体における地方公共団体実行計画の策定及び計画内容の高度化等の促進を図るため、

地球温暖化対策推進法の施行状況の実態を把握するものである。具体的には、地方公共団体実行計画の策定

状況、計画策定上の課題、計画の推進体制、地球温暖化対策・施策の実施状況等の調査・分析を行い、その

結果を地方公共団体等に活用可能な形で提供することを目的としている。
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２．調査の方法

第1章 調査の概要

Â本調査は、昨年度と同様、地方公共団体実行計画策定・管理等支援システム（LAPSS）での調査を実施した。

LAPSSによる回答ができない団体については、電子メール又は郵送により調査票を回収した。調査の実施期間、調

査票の配布・回収方法は以下のとおり。

Â実施期間

¸ 2021年10月1日から2022年1月31日まで

Â配布方法

¸環境省地方環境事務所を通して、地方公共団体へ依頼文・Microsoft Excelファイル調査票等を配布した。市区町村及び

地方公共団体の組合（一部事務組合及び広域連合）へは都道府県を経由。

¸あわせて、調査事務局から各団体への調査開始通知も発出

Â回収方法

¸ LAPSSにより回収した。LAPSSによる回答ができない団体については、電子メール又は郵送により調査票を回収した。
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３．調査対象・回答状況

第1章 調査の概要

Â調査対象

¸都道府県及び市区町村1,788団体及び地方公共団体の組合（一部事務組合及び広域連合）1,524団

体の合計3,312団体を調査の対象とした。

Â回答状況

¸今年度調査では、調査対象3,312団体のうち3,298団体（回答率99.6%）から回答を得た。都道府県及び

市区町村については全1,788団体から回答を得た。うち、LAPSSによる回答ができず、電子メール又は郵送によ

り調査票を回収した団体数は20団体（電子メール：15団体、郵送：5団体）

対象団体数 回答団体数 回答率

都道府県 47 47 100%

政令指定都市 20 20 100%

中核市 62 62 100%

施行時特例市 23 23 100%

その他人口１０万人以上の市区町村 180 180 100%

人口３万人以上１０万人未満の市区町村 484 484 100%

人口１万人以上３万人未満の市町村 450 450 100%

人口１万人未満の市町村 522 522 100%

地方公共団体の組合 1,524 1,510 99.1%

計 3,312 3,298 99.6%
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４．概要版の位置づけ

第1章 調査の概要

Â報告書（概要版）では、事務事業編及び区域施策編のPDCAサイクルにおける取組内容や各団体が抱える課

題傾向を簡潔に整理し、今後必要となる支援策を検討することを目的に、特に「令和３年度地方公共団体におけ

る地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」設問の中でも、PDCAサイクル推進のポイントとなる設問、

また今後の政府支援策の検討に資する設問に係る調査結果概要を掲載している。

Â報告書（本編）では、「令和３年度地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調

査」の全設問の調査結果を掲載している。本編では、事務事業編及び区域施策編のPDCAサイクルにおける取組、

課題の実態やその他地球温暖化対策に関する取組実態に係る詳細について整理している。設問別の集計・分析

結果詳細については報告書（本編）を参照されたい。
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５．分析結果についての留意点

第1章 調査の概要

Â本調査結果の図表は、回答数又は団体数の構成比及び割合（百分率）で表すこととした。

Âなお、設問ごとに回答対象団体が異なる、もしくは記入漏れ等による未回答団体があるため、設問によって回答団

体数が異なる点留意されたい。

Â構成比及び割合は、小数点第２位以下を四捨五入し、小数点第１位までの値で表記しているため、全ての値の

合計が100％にならないことがある。

Â人口規模については、住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（令和3年1月1日現在）を参照した。
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地方公共団体実行計画制度の施行状況

調査結果サマリ

Â事務事業編

¸都道府県・指定都市・中核市・施行時特例市は全て策定。その他市町村は88.8％、地方公共団体の組合は38.5％が策定。

Â区域施策編

¸策定義務のある団体（都道府県・指定都市・中核市・施行時特例市）は全て策定。策定義務のない団体も含む地方公

共団体全体の策定率は32.3％

団体区分 回答団体数
事務事業編 区域施策編

策定団体数 策定率 策定団体数 策定率

都道府県 47 47 100% 47 100%

政令指定都市 20 20 100% 20 100%

中核市 62 62 100% 62 100%

施行時特例市 23 23 100% 23 100%

その他人口１０万人以上の市区町村 180 179 99.4% 120 66.7%

人口３万人以上１０万人未満の市区町村 484 473 97.7% 170 35.1%

人口１万人以上３万人未満の市町村 450 405 90.0% 69 15.3%

人口１万人未満の市町村 522 396 75.9% 66 12.6%

その他市区町村計
（政令指定都市、中核市、施行時特例市除く）

1,636 1,453 88.8% 425 26.0%

計（都道府県＋市区町村） 1,788 1,605 89.8% 577 32.3%

地方公共団体の組合 1,510 581 38.5%

計 3,298 2,186 66.3%

令和3年10月1日現在の地方公共団体実行計画制度の施行状況






